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証券コード　7442
平成30年６月８日

株 主 各 位
大阪市中央区島之内一丁目22番９号

代表取締役社長 石 川 宣 博
第72回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第72回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、平成30年６月26日（火曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますよう
お願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年６月27日（水曜日）午前10時
２．場 所 大阪市中央区東心斎橋二丁目１番１号

タカラベルモント　Ｔ・Ｂホール
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第72期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第72期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役９名選任の件
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
第３号議案 役員賞与支給の件
第４号議案 退任取締役２名及び退任監査役１名に対し退職慰労金贈呈の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ウェブサイト(アドレス https://www.nakayamafuku.co.jp)に掲載させてい
ただきます。

－ 1 －

株主各位
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（提供書面）

事　業　報　告

(平成29年 4 月 1 日から
平成30年 3 月31日まで)

１．企業集団の現況
（１）当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が続くなか、緩や

かな回復基調で推移いたしました。
一方、当社の主な販売先であるスーパーマーケットやホームセンター等は、ネット通販市場

の一層の拡大や他業態の参入により価格競争が激化するなど依然厳しい状況が続きました。
当社グループにおきましても、このような競争環境の激化に伴い粗利率が低下する一方、人

手不足を背景とする人件費や運賃の増加等により一層厳しい運営を余儀なくされました。
このような状況のもと当社グループといたしましては、射出成形メーカーの買収や、既存子

会社とのシナジー効果の発揮などを通じて、経営戦略である、「既存市場におけるシェア拡大」、
「新規販売チャネルの開発」、「海外市場への販路拡大」、「自社オリジナル商品の強化」に
注力してまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高473億98百万円（前年同期比1.2％減）、営業利益２億
９百万円（前年同期比67.0％減）、経常利益９億円（前年同期比32.4％減）となりました。親
会社株主に帰属する当期純利益は、のれんの減損損失を計上したことなどにより、４億67百万
円（前年同期比45.6％減）と減収減益となりました。

品目別売上高につきましては、
「キッチン用品」は、フライパン、鍋ギフトセット、包丁等を中心に175億４百万円（前年

同期比0.1％減）となりました。「ダイニング用品」は、ステンレスボトル、ランチボックス、
ポット等を中心に134億81百万円（前年同期比3.4％増）となりました。「サニタリー用品」
は、清掃用具、スペアテープ、浴室小物等を中心に71億64百万円（前年同期比7.4％減）とな
りました。「収納用品」は、プラスチック引き出しケース、キッチンアクセサリー、玄関小物
用品等を中心に37億84百万円（前年同期比5.3％減）となりました。「シーズン用品他」は、
電池、クーラーボックス、台所クリーナー等を中心に45億81百万円（前年同期比1.8％減）と
なりました。「インテリア関連商品」は、時計、照明等を中心に８億80百万円（前年同期比
14.3％減）となりました。

－ 2 －

当事業年度の事業の状況
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報告セグメント別売上高につきましては、「北海道・東北」が28億11百万円（前年同期比
5.1％増）、「関東」が219億１百万円（前年同期比4.0％減）、「中部」が39億53百万円（前
年同期比10.0％増）、「近畿」が94億40百万円（前年同期比2.0％減）、「中四国・九州」が
72億37百万円（前年同期比1.1％減）、「その他」が20億74百万円（前年同期比4.7％増）と
なりました。

報告セグメント別利益につきましては、「北海道・東北」が81百万円（前年同期比5.6％増）、
「関東」が11億27百万円（前年同期比16.6％減）、「中部」が１億77百万円（前年同期比
11.0％増）、「近畿」が３億61百万円（前年同期比13.7％減）、「中四国・九州」が３億４
百万円（前年同期比4.6％減）、「その他」が65百万円（前年同期比59.5％減）となりまし
た。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度における設備投資の総額は23百万円となっており、その主なものは器具及び
備品、ソフトウエアの取得等であります。

③　資金調達の状況
　当連結会計年度における資金調達の状況につきましては、特記すべき事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　当社は、平成30年２月22日付でグリーンパル株式会社の全株式を取得し連結子会社としま
した。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況
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（２）財産及び損益の状況

区　　分 第 69 期
平成27年３月期

第 70 期
平成28年３月期

第 71 期
平成29年３月期

第 72 期
(当連結会計年度)
平成30年３月期

売 上 高 (百万円） 44,493 48,512 47,983 47,398
経 常 利 益 (百万円） 2,066 2,152 1,333 900
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 (百万円） 1,145 1,441 859 467
１株当たり当期純利益(円） 56.77 71.42 42.73 23.25
総 資 産 (百万円） 27,059 28,599 28,726 32,298
純 資 産 (百万円） 19,910 20,896 21,500 21,670
自 　 己 　 資 　 本 　 比 　 率 (％ ） 73.6 73.1 74.8 67.1

（３）重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

　当社は親会社を有していないため、該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

会　社　名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容
中山福サービス株式会社 30百万円 100.0％ 運送業
株式会社ベストコ 10 100.0 商品企画
株式会社ロイヤル通販 10 100.0 インターネット通信販売
株式会社インターフォルム 45 100.0 インテリア関連商品の輸入販売
グリーンパル株式会社 150 100.0 園芸・インテリア用品等の製造販売

（注）グリーンパル株式会社は、平成30年２月22日付で、子会社となりました。

（４）対処すべき課題
　当社グループを取り巻く国内外の事業環境を踏まえ、経営戦略を展開する過程においては、以
下の課題に対処することが不可欠であると考えております。
　①　消費者ニーズや市場動向など情報収集力の強化
　②　消費者の購買チャネルの変化に応じたセールス体制の強化
　③　海外の輸入業者や小売業者へのセールス体制の強化
　④　グループ会社とのシナジー効果の発揮等による自社ブランドの強化
　⑤　在庫の圧縮や納品率の向上など物流の品質改善とコスト削減
　⑥　若手社員、女性社員の登用促進による人材活用の強化

なお、創業100周年に向けた成長戦略を次のＵＲＬに掲載しております。
（当社ウェブサイト）

https://www.nakayamafuku.co.jp

－ 4 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題
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（５）主要な事業内容（平成30年３月31日現在）
　当社グループは、国内外のメーカーから仕入れた商品、およびグループ会社が企画開発・製造
した商品を、小売業者（ホームセンター、スーパーマーケット、通信販売業者、生活協同組合、
専門小売店など）に販売することを主たる事業としております。

主要な取扱商品
ダイニング用品・キッチン用品・サニタリー用品・収納用品・シーズン用品・インテリア関
連商品・園芸用品他

（６）主要な営業所等（平成30年３月31日現在）
①　当社の主要な営業所

大 阪 本 社 大 阪 市 中 央 区
東 京 本 社 東 京 都 中 央 区
札 幌 支 店 札 幌 市 白 石 区
仙 台 支 店 宮 城 県 岩 沼 市
常 総 支 店 茨 城 県 笠 間 市
関 東 支 店 埼 玉 県 加 須 市
東 京 支 店 神 奈 川 県 大 和 市
名 古 屋 支 店 愛 知 県 稲 沢 市
大 阪 支 店 兵 庫 県 西 宮 市
広 島 支 店 広 島 市 安 佐 北 区
福 岡 支 店 福 岡 県 飯 塚 市
沖 縄 営 業 所 沖 縄 県 糸 満 市

②　子会社
中 山 福 サ ー ビ ス 株 式 会 社 大 阪 市 中 央 区
株 式 会 社 ベ ス ト コ 大 阪 市 中 央 区
株 式 会 社 ロ イ ヤ ル 通 販 千 葉 市 中 央 区
株 式 会 社 イ ン タ ー フ ォ ル ム 神 戸 市 中 央 区
グ リ ー ン パ ル 株 式 会 社 新 潟 県 三 条 市

（注）グリーンパル株式会社は、平成30年２月22日付で、子会社となりました。

－ 5 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場
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（７）使用人の状況（平成30年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況
使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

454（512）名 50名増（60名増）

（注）１．使用人数は就業人員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載してお
ります。

２．使用人数が前連結会計年度と比べ50名増加しましたのは、主に平成30年２月22日付でグリーンパル
株式会社を連結子会社化したためであります。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

369（454）名 18名増（24名増） 39歳１ヶ月 13年11ヶ月
（注）　使用人数は就業人員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しており

ます。

（８）主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 950百万円
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 533
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 357
株 式 会 社 常 陽 銀 行 250
株 式 会 社 伊 予 銀 行 7

（注）平成30年４月１日付で株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号変更し
ております。

（９）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 6 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項
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２.　会社の現況
（１）株式の状況（平成30年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 80,000,000株
②　発行済株式の総数 20,214,480株
③　株主数 3,770名
④　大株主（上位10位）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

中 山 福 共 栄 会 1,867千株 9.28％

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行
（常任代理人　資産管理サービス信託銀行株式会社）

998 4.96

象 印 マ ホ ー ビ ン 株 式 会 社 912 4.53

京 セ ラ 株 式 会 社 907 4.51

ビービーエイチ　フォー　フィデリティ　ロー
プライスド　ストック　ファンド（プリンシパ
ル　オール　セクター　サブポートフォリオ）
（常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）

823 4.09

中 山 福 従 業 員 持 株 会 715 3.55

中    山    修  次  郎 606 3.01

株 式 会 社 良 善 490 2.43

中    山    善  　  郎 444 2.20

株 式 会 社 淀 川 製 鋼 所 398 1.98

（注）１．持株比率は自己株式（102,667株）を控除して計算しており、小数点以下第３位を切り捨てており
ます。

２．平成30年４月１日付で株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号変更してお
ります。

（２）新株予約権等の状況
当社は新株予約権等を発行していないため、該当事項はありません。

－ 7 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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（３）会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（平成30年３月31日現在）
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 石 川 宣 博
専 務 取 締 役 中 山 善 郎 仕入本部長
常 務 取 締 役 森 本 　 徹 企画本部長兼経営企画部長兼ＥＣ企画部長
常 務 取 締 役 多 田 広 次 営業本部長
取 締 役 滝 本 博 生 企画本部付
取 締 役 是 枝 定 信 関東支店長
取 締 役 上 住 雅 哉 海外事業本部長
取 締 役 櫻 井 義 行 大阪支店長
取 締 役 柴 田 直 子 優成監査法人代表社員
取 締 役 竹 田 美 知 神戸松蔭女子学院大学副学長兼教授
常 勤 監 査 役 五 味 博 明
常 勤 監 査 役 片 岡 英 俊
監 査 役 辻 　 芳 廣 新淀屋橋法律事務所共同代表
監 査 役 石 川 二 郎 石川二郎税理士事務所長

（注）１．取締役柴田直子氏及び取締役竹田美知氏は、社外取締役であります。
２．監査役辻芳廣氏及び監査役石川二郎氏は、社外監査役であります。
３．監査役辻芳廣氏及び監査役石川二郎氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しております。
・監査役辻芳廣氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。
・監査役石川二郎氏は、税理士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有しております。
４．当社は、取締役柴田直子氏及び取締役竹田美知氏並びに監査役辻芳廣氏及び監査役石川二郎氏を東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

・平成29年６月27日開催の第71回定時株主総会において、片岡英俊氏が監査役に新たに選任され就任
いたしました。

・平成29年６月27日開催の第71回定時株主総会終結の時もって、取締役清水米一氏及び取締役片岡英
俊氏は、任期満了により退任いたしました。

－ 8 －
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６．当事業年度中の取締役の地位・担当等の異動

氏 名 変 更 後 変 更 前 異 動 年 月 日

中 山 善 郎 専務取締役
仕入本部長

専務取締役
商品本部長 平成29年４月１日

多 田 広 次 常務取締役
営業本部長

取締役営業本部長
兼営業企画部長 平成29年４月１日

上 住 雅 哉 取締役
海外事業本部長

取締役開発本部長
兼海外事業部長 平成29年４月１日

②　責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

③　取締役及び監査役の報酬等の額
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 12名 185百万円
（ う ち 社 外 取 締 役 ） （2） （8）

監 査 役 4 33
（ う ち 社 外 監 査 役 ） （2） （9）

合 計 16 218
（ う ち 社 外 役 員 ） （4） （17）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、平成４年６月26日開催の第46回定時株主総会において年額350百万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）とご決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、平成６年６月29日開催の第48回定時株主総会において年額32百万円以内と

ご決議いただいております。
４．上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。

・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額22百万円（取締役10名に対し20百万円（うち社外取締
役２名に対し０百万円)、監査役４名に対し２百万円（うち社外監査役２名に対し０百万円））

・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額30百万円（取締役８名に対し27百万円、監査役２
名に対し２百万円）

－ 9 －
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④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役柴田直子氏は、優成監査法人代表社員であります。当社と兼職先との間には特別
の関係はありません。

・取締役竹田美知氏は、神戸松蔭女子学院大学副学長兼教授であります。当社と兼職先と
の間には特別の関係はありません。

・監査役辻芳廣氏は、新淀屋橋法律事務所共同代表であります。当社と兼職先との間には
特別の関係はありません。

・監査役石川二郎氏は、石川二郎税理士事務所長であります。当社と兼職先との間には特
別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
出席状況及び発言状況

取 締 役 柴 田 直 子
当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回に出席いた
しました。主に公認会計士の見地から意見を述べるなど、業務執
行の監督機能を発揮しております。

取 締 役 竹 田 美 知
当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回に出席いた
しました。主に学識経験者の見地から意見を述べるなど、業務執
行の監督機能を発揮しております。

監 査 役 辻 　 芳 廣

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席し、監査役
会13回の全てに出席いたしました。主に弁護士の見地から意見
を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行っております。また、監査役会において、
監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発
言を行っております。

監 査 役 石 川 二 郎

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席し、監査役
会13回の全てに出席いたしました。主に税理士の見地から意見
を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行っております。また、監査役会において、
監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発
言を行っております。

－ 10 －
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（４）会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　新日本有限責任監査法人
②　報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26百万円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 29百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計
画の内容、職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等
につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③　非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）であ
る財務デューデリジェンスに係る業務等についての対価を支払っております。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又
は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、
会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定します。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びそ
の理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人　新日本有限責任監査法人は、責任限定契約を締結していないため、該
当事項はありません。

－ 11 －
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（５）業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容は、以下のとおりであります。
Ⅰ．経営理念について

　当社企業グループは、社会と共存し、社業を通じて、株主、仕入先、得意先、社員、その
他関係者の方々の「幸」の実現と、社会の発展に貢献することを経営理念とする。

Ⅱ．内部統制システム構築の基本方針
１．当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役及び使用人が法令、社会的規範を遵守し、さらに定款その他社内規程を遵
守した行動の指針とする「中山福グループの役職員行動規範」を定めて周知徹底を図ってお
り、違反行為を発見した場合の通報制度としての、内部通報体制を構築しております。

また、当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するとともに、不当要求行
為等に対しては断固として拒否いたします。

監査役が取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証する監査役監査の実施に
加え、業務執行部門から独立した内部監査担当部門が、当社及び子会社のコンプライアンス
体制の整備・運用状況について内部監査を実施、確認を行います。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録や稟議書等の取締役の職務の執行に係る文書及びその他の情報の

記録については、法令及び「文書取扱規程」その他関連諸規程に基づき、適正に保存・管理
するとともに、必要に応じ保存及び管理状況の検証、規程等の見直しを行うことにしており
ます。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、経営環境の変化を踏まえ、「経営危機管理規程」に基づき、リスク評価委員会を

中心として、事業活動に係る様々なリスク情報を収集・分析することで予兆を早期に発見
し、未然に防止するための体制を構築しております。

また、リスクの管理状況について、定期的に取締役会及び監査役会に報告することで、業
務執行に伴うリスクについて十分に分析・評価を行い、迅速に対応できる体制の構築を図っ
ております。リスクが発生したときには迅速かつ的確な施策が実施できるように規程及び
マニュアル等を整備して、リスク管理体制の向上を図っております。

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、職務権限及び業務分掌等の規程に基づき、取締役及び執行役員の決裁権限の内容

等を定めることで、権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保す
る体制の構築を図っております。当社は、取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じ
て臨時取締役会を開催しております。なお、「取締役会規程」により定めている事項及びそ
の付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定
を行っております。また、経営会議を開催し、取締役と執行役員の経営情報の共有化を図り
迅速な業務執行を実施しております。

－ 12 －
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５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業活動の適正と効率性を確保するために当社
取締役等を派遣し、監視、監督及び指導しております。

また、子会社の事業状況については、当社取締役会において報告を受けることとしてお
ります。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「関係会社管理規程」を定め、定期的な見直しを行うとともに、関係会社相互

の緊密な連携と協力によって、グループ全体のリスクの低減を図っております。
また、当社の「経営危機管理規程」によりグループ各社から適宜、報告を受けておりま

す。
ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社から派遣した取締役等に業務執行を委嘱し、子会社経営が効率的に行われることを
確保しております。

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
「中山福グループの役職員行動規範」の周知徹底を図るとともに、法令、定款その他社

内規程及び社会規範等に違反する行為を発見した場合の通報制度として内部通報体制を
整備し、コンプライアンス体制の構築、維持、向上を図っております。

監査役による、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証する監査役監査
の実施に加え、業務執行部門から独立した内部監査担当部門が、子会社のコンプライアン
ス体制の整備・運用状況について内部監査を実施、確認を行います。

６．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務の執行を補助すべき使用人を置くことを求めたときはこれに応じること

としており、内部監査室に監査役の職務の執行の補助を委嘱することにしております。な
お、不足する場合には別途直属の使用人を配置し、監査業務を補助することとしておりま
す。

また、監査役補助者として配置した場合の人事考課、異動等については、監査役の意見を
聞き、これを尊重することにしております。直属の使用人を配置した場合の使用人に対する
人事考課については、監査役が行うことにしております。

７．当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室より監査役補助者として配置した場合は、内部監査室との兼職はせず専任する

ことにし、直属の使用人を配置した場合の使用人についても専任することにしております。

－ 13 －
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８．当社の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は次の事項を監査役に報告することにしております。
①　会社に著しい損害を及ぼす事実を発見したとき又はそのおそれがある場合
②　法令、定款に違反する行為を発見したとき又はそのおそれがある場合
③　内部監査の結果及び内部通報内容

イ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
監査役は、取締役会、経営会議その他重要会議に出席し、取締役及び執行役員から担当

業務の執行状況について、報告を受けております。使用人においては、内部通報体制によ
り、内部監査室を通じて、報告する仕組みをとっております。

ロ．子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受
けた者が当社の監査役に報告をするための体制

当社は、「関係会社管理規程」を定め、当社企画本部を事務局とし、監査役へ報告する
体制をとっております。

９．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
当社は、「内部通報規程」を整備し、当該通報者が不利益な取扱いを受けないことを確保

する体制を構築しております。
１０．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役は、必要に応じて、会計監査人・弁護士等に相談することができ、その費用は会社
が負担するものとしております。なお、当社の「監査役会規程」「監査役監査基準」によ
り、適切に管理し必要に応じて運用上の見直しを行っております。

１１．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換をしており、また、内部監査担

当部門と緊密な連携を保つとともに、監査役がその職務を執行するために必要と判断したと
きは、いつでも取締役又は使用人、内部監査担当部門に対して調査、報告等を要請すること
ができるものとしております。

１２．財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体

制の構築、維持、向上を図っております。またその体制が適正に機能することを継続的に検
証するために、内部監査室が内部監査を実施し、会計監査人と連携を図り、財務報告の信頼
性を確保しております。

－ 14 －
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（６）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　コンプライアンスに対する取組状況

法令、社会的規範を遵守した行動の指針とする「中山福グループの役職員行動規範」を社内
グループウェアを通じて、継続的に周知、啓蒙いたしました。また、内部通報についても、従
業員等が不利益を被ることがないよう社外窓口を設置し、健全な事業活動を推進しておりま
す。

②　損失の危険の管理に対する取組状況
代表取締役を委員長とするリスク評価委員会を４回開催し、事業活動に係る様々なリスク情

報を各主管部門から報告を受け、課題の抽出を行いました。また、取締役会においてその対処
と予防を図りました。

③　取締役会の運営状況
取締役会は、社外取締役２名を含む取締役10名で構成し、社外監査役２名を含む監査役４

名が同席しております。当期は、取締役会を12回開催し、経営に関する重要事項の決定や業
務執行の監督を行いました。また、全取締役へ取締役会に関する自己評価アンケートを行い、
現状認識の共有等、取締役会の実効性評価を行いました。

④　監査役監査及び監査役会の状況
監査役は、内部監査室と連携し、業務監査、会計監査をはじめとする適法性監査を実施いた

しました。また、会計監査人との意見交換会を７回開催しました。
⑤　財報報告の信頼性を確保するための取組状況

監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に当社及び当社グループ全体の内部統制の運
用状況や監査結果について協議および意見交換を行い、財務報告の信頼性を確保いたしまし
た。

（７）剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様への利益還元については、安定した配当の継続を基本方針とし、配当性向
35％以上をガイドラインとしつつ、経営戦略に沿った柔軟な経営資源の配分等を考慮した最適
な株主還元策を実施いたします。
　当社は、毎年９月30日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めておりますが、期末
年１回の剰余金の配当を行うことを基本としております。
　また、当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に
別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨、定
款に定めております。
　当連結会計年度の剰余金の配当につきましては、前記の基本方針に基づいて期末配当金を１株
につき27円（配当性向116.1％）を実施いたします。
　なお、自己株式の取得につきましては、株主の皆様への利益還元の観点から、当社の株価の推
移や経営戦略などを総合的に判断し、適切に対応してまいります。
　また、次期の剰余金の配当につきましては、前記の基本方針に基づき、普通配当を１株につき
27円（配当性向67.9％）を予定しております。

－ 15 －

業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針



2018/05/28 13:01:24 / 17370496_中山福株式会社_招集通知（Ｃ）

連　結　貸　借　対　照　表
（平成30年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
そ の 他
無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

20,503,122
4,026,920

11,143,109
694,272

4,107,888
26,374

145,108
135,421
231,685
△7,659

11,795,046
6,914,279
3,337,971

28,038
3,408,672

139,596
601,796
559,500
42,296

4,278,969
4,085,525

7,086
44,123

165,434
△23,200

流 動 負 債 8,594,204
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 6,178,764
短 期 借 入 金 898,642
１年内返済予定の長期借入金 123,329
未 払 法 人 税 等 289,417
賞 与 引 当 金 235,222
役 員 賞 与 引 当 金 22,680
そ の 他 846,148

固 定 負 債 2,033,914
長 期 借 入 金 1,076,671
繰 延 税 金 負 債 501,496
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 179,300
退 職 給 付 に 係 る 負 債 242,439
そ の 他 34,007
負 債 合 計 10,628,118

純 資 産 の 部
株 主 資 本 19,990,317
資 本 金 1,706,000
資 本 剰 余 金 1,269,049
利 益 剰 余 金 17,081,924
自 己 株 式 △66,656
その他の包括利益累計額 1,679,732
その他有価証券評価差額金 1,712,936
退職給付に係る調整累計額 △33,204
純 資 産 合 計 21,670,050

資 産 合 計 32,298,168 負 債 純 資 産 合 計 32,298,168

－ 16 －
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連　結　損　益　計　算　書
(平成29年 4 月 1 日から)平成30年 3 月31日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 47,398,065
売 上 原 価 38,672,533
売 上 総 利 益 8,725,532
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,516,412
営 業 利 益 209,119

営 業 外 収 益
受 取 利 息 186
受 取 配 当 金 61,647
仕 入 割 引 514,669
そ の 他 129,932 706,435
営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,430
賃 貸 費 用 6,905
そ の 他 3,373 14,708

経 常 利 益 900,846
特 別 損 失

減 損 損 失 80,009
固 定 資 産 除 却 損 6,830 86,839

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 814,006
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 356,481
法 人 税 等 調 整 額 △10,008 346,473

当 期 純 利 益 467,532
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －
親会社株主に帰属する当期純利益 467,532

－ 17 －
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連結株主資本等変動計算書
(平成29年 4 月 1 日から)平成30年 3 月31日まで

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 1,706,000 1,269,049 17,157,410 △66,656 20,065,803
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △543,018 △543,018
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 467,532 467,532
株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 (純 額 ）

当連結会計年度変動額合計 － － △75,486 － △75,486
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,706,000 1,269,049 17,081,924 △66,656 19,990,317

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 1,564,222 △28 △129,180 1,435,013 21,500,816
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △543,018
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 467,532
株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 (純 額 ） 148,714 28 95,976 244,719 244,719

当連結会計年度変動額合計 148,714 28 95,976 244,719 169,233
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,712,936 － △33,204 1,679,732 21,670,050

－ 18 －
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　５社
・連結子会社の名称　　　　中山福サービス株式会社

株式会社ベストコ
株式会社ロイヤル通販
株式会社インターフォルム
グリーンパル株式会社

(2) 連結の範囲の変更に関する事項
　グリーンパル株式会社については、当連結会計年度において全株式を取得したため、連結の範囲に含めて
おります。
(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうちグリーンパル株式会社の決算日は、７月20日であります。
　連結計算書類の作成に当たっては、１月20日で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
また、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．その他有価証券

　時価のあるもの　　　　　　連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しており
ます。

　時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
ロ．デリバティブ　　　　　　　時価法を採用しております。
ハ．たな卸資産

　商品及び製品、仕掛品、原材料
　主として月次移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）
　当社及び連結子会社は主として定額法を採用しております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエア　　自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(５年)に

よる定額法を採用しております。
ハ．リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

－ 19 －
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③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度
負担額を計上しております。

ハ．役員賞与引当金　　　　　　当社は役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込
額を計上しております。

ニ．役員退職慰労引当金　　　　当社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計
年度末の要支給額を計上しております。

④　重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている
場合には振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たし
ている場合は特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　ヘッジ手段　…　為替予約取引
　…　金利スワップ

　ヘッジ対象　…　輸出入に関わる外貨建債権、債務及び外貨建予定取引
　…　借入金

ハ．ヘッジ方針　　　　　　　  外貨建輸出入取引に関わる将来の外国為替相場変動リスクを回避して、
外貨建債権債務の円貨によるキャッシュ・フローを固定化することを目
的として、原則実需の範囲内で為替予約を行っております。
金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法　　ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動割合の相関関係を求めることにより、
その有効性を判定しております。

⑤　のれんの償却に関する事項　　のれんの償却については８年間の均等償却を行っております。
⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る負債の計上基準
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年
度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額
を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基
準によっております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理してお
ります。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。未
認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調
整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る
調整累計額に計上しております。

－ 20 －
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ロ．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外
消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しておりま
す。

２．連結貸借対照表に関する注記
(1)　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
建物及び構築物 331,090千円
土地 545,068千円

計 876,159千円
②　担保に係る債務

短期借入金 350,000千円
計 350,000千円

(2)　有形固定資産の減価償却累計額 3,406,626千円

(3)　連結会計年度末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日に決済が行われたものとして処理してお
ります。なお、当連結会計年度の末日が金融機関休業日であるため、次の連結会計年度末日満期手形は
連結会計年度末残高に含まれております。

受取手形 78,171千円
支払手形 271,500千円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1)　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 20,214千株 －千株 －千株 20,214千株

(2)　自己株式の種類及び株式数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 102千株 －千株 －千株 102千株

－ 21 －
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(3)　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

平成29年５月12日
取 締 役 会 普 通 株 式 543,018 27 平成29年３月31日 平成29年６月12日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 株 式 の 種 類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

平成30年５月11日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 543,018 27 平成30年３月31日 平成30年６月11日

４．金融商品に関する注記
(1)　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入に
よる方針であります。デリバティブは、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ
を目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利ス
ワップ取引であり、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リ
スクに関しては、当社の与信限度管理規程等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、
主な取引先の信用状況を随時把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
ます。
　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスク等に晒されておりますが、主に業務上の関係を有す
る企業の株式であり、定期的に時価等を把握しております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのすべてが１年以内の支払期日であります。また、その一部
には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、通常取引の範囲内で、
外貨建営業債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で、先物為替予約取引を行っております。
　借入金については、運転資金（主として短期）及び投資資金（長期）の調達を目的としたものであり、
流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは資金繰計画を作成・適宜更新するなどの方法によ
り管理しております。このうち一部の長期借入金の金利変動リスクを回避するため、金利スワップ取引を
実施して支払利息の固定化を実施しております。
　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先
物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有
効性評価の方法等については、前述の会計方針に関する事項「④　重要なヘッジ会計の方法」をご参照く
ださい。
　デリバティブ取引の執行・管理については、必要の範囲内で稟議決裁のもとで取引を行い、担当部署に
おいて管理しております。
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③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価等には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2)　金融商品の時価等に関する事項
　平成30年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
(1) 現 金 及 び 預 金 4,026,920千円 4,026,920千円 －千円
(2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 11,143,109 11,143,109 －
(3) 電 子 記 録 債 権 694,272 694,272 －
(4) 投 資 有 価 証 券 3,940,025 3,940,025 －

資産計 19,804,327 19,804,327 －
(1) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 6,178,764 6,178,764 －
(2) 短 期 借 入 金 898,642 898,642 －
(3) 長 期 借 入 金 1,200,000 1,201,655 1,655

負債計 8,277,407 8,279,061 1,655
デリバティブ取引（*1） － － －

（*1）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産
（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。

（4）投資有価証券
時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負　債
（1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。

（3）長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例
処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の
借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっており
ます。なお、１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて時価を表示しております。

－ 23 －
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デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され
ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 連結貸借対照表計上額

その他有価証券
　　非上場株式 145,500千円

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（4）
投資有価証券」には含めておりません。

５．賃貸等不動産に関する注記
　当社グループでは、東京都及び大阪府において、貸駐車場としている土地を有しております。また、福岡県
において、貸倉庫としている建物及び土地を有しております。平成30年３月期における当該賃貸等不動産に関
する賃貸収益は70,520千円（営業外収益のその他に計上）であり、賃貸費用は6,905千円であります。
　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりでありま
す。

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 当連結会計年度末の時価当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高
448,318千円 △6,905千円 441,412千円 965,280千円

（注）当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等
を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

６．１株当たり情報に関する注記
（1）　１株当たり純資産額 1,077円48銭
（2）　１株当たり当期純利益 23円25銭

７．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

８．追加情報に関する注記
（大阪金属問屋厚生年金基金の解散）

当社及び一部の連結子会社が加入する大阪金属問屋厚生年金基金は、平成30年３月１日付で厚生労働大臣
からの基金解散認可を受け解散をいたしました。

なお、当基金の解散による追加負担額は発生しない見込みであります。
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９．減損損失に関する注記
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 場所 種類 減損損失

－ 千葉市中央区
株式会社ロイヤル通販 のれん 80,009千円

当社グループは、原則として、報告セグメントを基礎としてグルーピングを行っており、遊休資産について
は、個別資産ごとにグルーピングを行っております。のれんについては、株式取得時に想定していた収益性が
見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額にまで減額し、当該減少額80,009千円を減損損失とし
て特別損失に計上しております。なお、のれんの回収可能価額は、使用価値を零として評価しております。

10．企業結合に関する注記
取得による企業結合
１．企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　グリーンパル株式会社
事業の内容　園芸用品、家具、建具、インテリア用品の製造販売

（2）企業結合を行った主な理由
当社は、ホームユース製品の専門商社として業界のリーディングカンパニーを目指すべく、既存市場

のシェア拡大、新規販売チャネルの開拓、海外市場への販路拡大、自社オリジナル商品の強化を経営戦
略として取り組んでおりますが、この度、同戦略推進の一環として、グリーンパル株式会社を子会社と
することといたしました。当社としては、グリーンパル株式会社を子会社とすることにより、自社オリ
ジナル商品の開発を通じ、新しい市場を創造するなど、さらなる成長拡大が図られるものと考えており
ます。

（3）企業結合日
平成30年２月22日

（4）企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

（5）結合後企業の名称
グリーンパル株式会社

（6）取得した議決権比率
100％

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が、現金を対価としてグリーンパル株式会社の発行済株式の100％を取得したためであります。

２．連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
平成30年１月20日をみなし取得日としているため、該当事項はありません。

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価　現金及び預金 780,156千円
取得原価 780,156千円

－ 25 －

連結注記表



2018/05/28 13:01:24 / 17370496_中山福株式会社_招集通知（Ｃ）

４．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等　　　　　　　91,277千円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（1）発生したのれんの金額

450,853千円
（2）発生原因

取得原価が企業結合日の時価純資産額を上回ったため、その差額をのれんとして計上しております。
（3）償却方法及び償却期間

８年間にわたる均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 1,379,413千円
固定資産 401,669千円
資産合計 1,781,083千円
流動負債 365,591千円
固定負債 1,086,188千円
負債合計 1,451,780千円

７．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に
及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高 2,004,046千円
営業利益 328,097千円
経常利益 335,941千円
税金等調整前当期純利益 335,941千円
親会社株主に帰属する当期
純利益 234,301千円
1株当たり当期純利益 11.65円

（概算額の算定方法）
企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の

連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響の概算額としております。
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
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貸　借　対　照　表
（平成30年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

18,013,244
3,525,670

938,508
694,272

9,019,400
3,581,880

381
24,937

118,007
117,843
△7,659

12,883,258
6,105,005
2,975,212

112,109
79,084

2,930,700
7,898
39,889
11,077
1,096

27,542
173

6,738,362
4,085,525
2,094,843

7,086
397,028
182,755

△28,876

流 動 負 債 8,085,197
支 払 手 形 1,652,360
買 掛 金 4,412,370
短 期 借 入 金 850,000
リ ー ス 債 務 5,973
未 払 金 438,507
未 払 費 用 150,504
未 払 法 人 税 等 209,034
未 払 消 費 税 等 42,728
前 受 金 8,922
預 り 金 75,913
賞 与 引 当 金 216,202
役 員 賞 与 引 当 金 22,680
固 定 負 債 895,267

リ ー ス 債 務 2,124
退 職 給 付 引 当 金 193,519
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 179,300
繰 延 税 金 負 債 506,604
そ の 他 13,718
負 債 合 計 8,980,465

純 資 産 の 部
株 主 資 本 20,203,100
資 本 金 1,706,000
資 本 剰 余 金 1,269,049
資 本 準 備 金 1,269,000
そ の 他 資 本 剰 余 金 49
利 益 剰 余 金 17,294,706
利 益 準 備 金 302,900
そ の 他 利 益 剰 余 金 16,991,806
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 126,259
別 途 積 立 金 6,300,000
繰 越 利 益 剰 余 金 10,565,547

自 己 株 式 △66,656
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,712,936
その他有価証券評価差額金 1,712,936
純 資 産 合 計 21,916,037

資 産 合 計 30,896,502 負 債 純 資 産 合 計 30,896,502
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損　益　計　算　書
(平成29年 4 月 1 日から)平成30年 3 月31日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 45,701,149

売 上 原 価 37,747,069

売 上 総 利 益 7,954,080

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,725,628

営 業 利 益 228,451

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,561

受 取 配 当 金 61,647

仕 入 割 引 514,669

為 替 差 益 4,025

そ の 他 127,295 712,199

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,621

賃 貸 費 用 6,905

そ の 他 3,451 13,978

経 常 利 益 926,672

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 6,830 6,830

税 引 前 当 期 純 利 益 919,841

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 326,197

法 人 税 等 調 整 額 △14,918 311,279

当 期 純 利 益 608,562

－ 28 －
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株主資本等変動計算書
(平成29年 4 月 1 日から)平成30年 3 月31日まで

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計固定資産圧

縮 積 立 金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,706,000 1,269,000 49 1,269,049 302,900 128,090 6,300,000 10,498,173 17,229,163

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 △1,831 1,831 －

剰 余 金 の 配 当 △543,018 △543,018

当 期 純 利 益 608,562 608,562
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － △1,831 － 67,374 65,543

当 期 末 残 高 1,706,000 1,269,000 49 1,269,049 302,900 126,259 6,300,000 10,565,547 17,294,706

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △66,656 20,137,556 1,564,222 △28 1,564,193 21,701,750

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰 余 金 の 配 当 △543,018 △543,018

当 期 純 利 益 608,562 608,562
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 148,714 28 148,742 148,742

当 期 変 動 額 合 計 － 65,543 148,714 28 148,742 214,286

当 期 末 残 高 △66,656 20,203,100 1,712,936 － 1,712,936 21,916,037

－ 29 －
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項
(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　関係会社株式　　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
②　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用して
おります。

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
③　デリバティブ　　　　　　　　　時価法を採用しております。
④　たな卸資産

・商品　　　　　　　　　　　　　月次移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による
簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産　　　　　　　　　定額法を採用しております。

（リース資産を除く）
②　無形固定資産

（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア　　　　自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）による定額法を採用しております。
③　長期前払費用　　　　　　　　　定額法を採用しております。
④　リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。
(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担
額を計上しております。

③　役員賞与引当金　　　　　　　　役員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上
しております。

④　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付債務
の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、期間定額基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

－ 30 －
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数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を
それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。退職給付に係
る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計
処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異な
っております。

⑤　役員退職慰労引当金　　　　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末の
要支給額を計上しております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法　　　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしてい
る場合には振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　… 為替予約取引
ヘッジ対象　… 輸出入に関わる外貨建債権、債務及び外貨建予定取引

③　ヘッジ方針　　　　　　　　　　外貨建輸出入取引に関わる将来の外国為替相場変動リスクを回避して、
外貨建債権債務の円貨によるキャッシュ・フローを固定化することを
目的として、原則実需の範囲内で為替予約を行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　　　ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動割合の相関関係を求めることによ
り、その有効性を判定しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項
消費税等の会計処理　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象

外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しておりま
す。

２．貸借対照表に関する注記
(1)　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
建物 331,090千円
土地 545,068千円

計 876,159千円
②　担保に係る債務

短期借入金 350,000千円
計 350,000千円

(2)　有形固定資産の減価償却累計額 2,663,996千円

－ 31 －
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(3)　保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

グリーンパル株式会社 1,200,000千円
計 1,200,000千円

(4)　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
①　短期金銭債権 1,597千円
②　短期金銭債務 27,670千円

(5)　期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日に決済が行われたものとして処理しております。な
お、当事業年度の末日が金融機関休業日であるため、次の期末日満期手形は期末残高に含まれておりま
す。

受取手形 71,307千円
支払手形 271,500千円

３．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

①　営業取引高 238,335千円
②　営業取引以外の取引高 12,642千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 102千株 －千株 －千株 102千株

－ 32 －
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５．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金 201,560千円
役員退職慰労引当金 54,829千円
賞与引当金 66,611千円
未払事業税 15,600千円
貸倒引当金 11,256千円
関係会社株式評価損 13,221千円
投資有価証券評価損 12,464千円
有形固定資産評価損 26,562千円
未払費用 20,963千円
その他 6,240千円
繰延税金資産小計 429,312千円
評価性引当額 △25,686千円

繰延税金資産計 403,626千円
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 55,618千円
その他有価証券評価差額金 736,606千円

繰延税金負債計 792,224千円
繰延税金資産の純額 △388,597千円

－ 33 －
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６．関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。
（2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。
（3）子会社等

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
（被所有）割合（％）

関連当事者
との関係

取引
内容

取引金額
(千円) 科目 期末残高

(千円)

子会社 中山福サービス
株式会社

所有
直接100％

資金の貸付
役員の兼任

資金の回収
（注）１ 1,999 関係会社長期

貸付金 397,028

子会社 グリーンパル
株式会社

所有
直接100％

債務保証
役員の兼任

債務保証
（注）２ 1,200,000 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。
（注）２．債務保証については、銀行からの借入金に対して債務保証を行っております。

なお、保証料は受領しておりません。

７．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,089円71銭
（2）１株当たり当期純利益 30円26銭

８．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

９．追加情報に関する注記
（大阪金属問屋厚生年金基金の解散）

当社が加入する大阪金属問屋厚生年金基金は、平成30年３月１日付で厚生労働大臣からの基金解散認可を受
け解散をいたしました。

なお、当基金の解散による追加負担額は発生しない見込みであります。

－ 34 －
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年５月11日
中 山 福 株 式 会 社

取締役会　御中
新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廣 田 壽 俊 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 野 健 志 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、中山福株式会社の平成29年４月１日から平成30
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

－ 35 －
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監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、中山福株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 36 －
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成30年５月11日
中 山 福 株 式 会 社

取締役会　御中
新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廣 田 壽 俊 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 野 健 志 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、中山福株式会社の平成29年４月１日から平
成30年３月31日までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

－ 37 －
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監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 38 －
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第72期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり
報告いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所におい
て業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なも
のとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 39 －

監査役会の監査報告
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2．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　平成30年５月11日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中 山 福 株 式 会 社　監 査 役 会

　常勤監査役 五　味　博　明　㊞
　常勤監査役 片　岡　英　俊　㊞
　社外監査役 辻　　　芳　廣　㊞
　社外監査役 石　川　二　郎　㊞

以　上

－ 40 －
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株主総会参考書類
第１号議案　取締役９名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行える

よう１名減員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 株 式
の 数

１

再 任
いし
石

かわ
川

のぶ
宣

ひろ
博

(昭和30年 3 月 7 日生)

昭和52年 ４月 株式会社富士銀行

35,309株

（現株式会社みずほ銀行）入行
平成19年 ４月 同行常務執行役員
平成22年 ４月 当社顧問
平成22年 ６月 当社取締役副社長
平成23年 ６月 当社代表取締役副社長
平成24年 ６月 当社代表取締役社長兼営業本部長
平成25年 ６月 当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由 企業経営に関わる幅広い知見を有しており、当社の代表取締役社長としての
実績を踏まえ、引き続き取締役候補者としました。

２

再 任

もり
森

もと
本

 
　

とおる
徹

(昭和36年12月14日生)

昭和59年 ４月 株式会社富士銀行

11,460株

（現株式会社みずほ銀行）入行
平成25年 ４月 当社顧問
平成25年 ６月 当社取締役管理副本部長
平成26年 １月 当社取締役企画本部長兼経営企画部長
平成
平成

27
28

年
年

６
６

月
月

当社常務取締役企画本部長兼経営企画部長
当社常務取締役企画本部長兼経営企画部長
兼ＥＣ企画部長（現任）

取締役候補者とした理由 企画本部長として経営戦略や財務戦略の企画推進などを通じて、当社の経営
に貢献していることから、引き続き取締役候補者としました。

－ 41 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 株 式
の 数

３

再 任
た
多

だ
田

こう
広

じ
次

(昭和39年 7 月24日生)

昭和58年 ３月 当社入社

22,917株

平成23年 ６月 当社執行役員関東副支店長
平成24年 ６月 当社執行役員関東支店長
平成25年 ６月 当社取締役関東支店長
平成27年 ６月 当社取締役営業本部長兼営業部長
平成28年 １月 当社取締役営業本部長兼営業企画部長

兼ＥＣ営業部長
平成28年 ６月 当社取締役営業本部長兼営業企画部長
平成29年 ４月 当社常務取締役営業本部長（現任）

取締役候補者とした理由 支店長、営業本部長の職務を通じ、当社の業績を牽引してきた実績を有する
ことから、引き続き取締役候補者としました。

４

再 任
これ
是

えだ
枝

さだ
定

のぶ
信

(昭和35年 1 月 3 日生)

昭和58年 ３月 当社入社

34,494株

平成17年10月 当社商品本部商品開発部長
平成20年 ６月 当社執行役員商品本部商品開発部長
平成24年 ６月 当社執行役員大阪支店長
平成
平成

26
28

年
年

６
６

月
月

当社取締役大阪支店長
当社取締役関東支店長（現任）

取締役候補者とした理由 開発部門、営業部門など幅広い職務を経験しており、支店長として当社の業
績に貢献していることから、引き続き取締役候補者としました。

５

再 任
うえ
上

ずみ
住

まさ
雅

や
哉

(昭和35年 5 月22日生)

昭和58年 ３月 当社入社

26,031株

平成15年 ３月 当社営業本部部長
平成21年 ６月 当社執行役員営業本部部長
平成24年 ６月 当社執行役員商品本部商品開発部長
平成
平成
平成

26
28
29

年
年
年

６
６
４

月
月
月

当社取締役商品本部商品開発部長
当社取締役開発本部長兼海外事業部長
当社取締役海外事業本部長（現任)

取締役候補者とした理由 営業部門、開発部門など幅広い職務を経験しており、当社の業績に貢献して
いることから、引き続き取締役候補者としました。

６

再 任
さくら
櫻

い
井

よし
義

ゆき
行

(昭和34年 4 月 2 日生)

昭和57年 ２月 当社入社

13,070株
平成23年 ６月 当社福岡支店長
平成25年 ６月 当社執行役員福岡支店長
平成
平成

27
28

年
年

６
６

月
月

当社取締役福岡支店長
当社取締役大阪支店長（現任）

取締役候補者とした理由 長年に亘る営業部門の経験を有し、支店長として当社の業績に貢献している
ことから、引き続き取締役候補者としました。

－ 42 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 株 式
の 数

７

新 任
なか
中

しま
嶋

なる
徳

お
夫

(昭和35年 5 月 1 日生)

昭和54年 ３月 当社入社
11,267株平成28年 ６月 執行役員福岡支店長（現任）

取締役候補者とした理由 長年に亘る営業部門の経験を有し、支店長として当社の業績に貢献している
ことから、新たに取締役候補者としました。

８

再 任
しば
柴

た
田

なお
直

こ
子

(昭和45年11月 6 日生)

平成 ７年10月 監査法人トーマツ

387株

（現有限責任監査法人トーマツ）入所
平成10年 ４月 公認会計士登録
平成22年10月 優成監査法人入所
平成26年 ２月 優成監査法人社員
平成
平成

27
28

年
年

６
３

月
月

当社社外取締役（現任）
優成監査法人代表社員（現任）

社外取締役候補者とした理由 公認会計士として財務会計に豊富な知見を有し、社外取締役として十分な資
質、能力を有することから、引き続き社外取締役候補者としました。

９

再 任
たけ
竹

だ
田

み
美

ち
知

(昭和30年 1 月 3 日生)

平成16年 ４月 相愛女子短期大学教授

247株平成18年 ４月 神戸松蔭女子学院大学教授
平成24年 ４月 神戸松蔭女子学院大学副学長兼教授（現任）
平成28年 ６月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由 学識経験者として幅広い知見を有し、当社の社外取締役として十分な資質、
能力を有することから、引き続き社外取締役候補者としました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．柴田直子氏及び竹田美知氏は、社外取締役候補者であります。
３．柴田直子氏及び竹田美知氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役として

の在任期間は、本総会終結の時をもって柴田直子氏が３年、竹田美知氏が２年となります。
４．当社は、柴田直子氏及び竹田美知氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
法令が規定する最低責任限度額としており、柴田直子氏及び竹田美知氏の再任が承認された場合は、
両氏との当該契約を継続する予定であります。

５．当社は、柴田直子氏及び竹田美知氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出
ております。

－ 43 －

取締役選任議案
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第２号議案　補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするも

であります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 株 式
の 数

よこ
横

やま
山

たい
泰

ぞう
三

(昭和31年９月２日生)

平成24年 ７月 右京税務署長

－株
平成27年 7 月 大阪国税局徴収部次長
平成28年 7 月 大阪国税局徴収部長
平成
平成

29
29

年
年

８
９

月
月

公益財団法人東納税協会副会長兼専務理事（現任）
横山泰三税理士事務所開業（現在）

補欠の社外監査役候補者とした理由 税理士として企業会計に精通しており、当社の社外監査役として十分な資質、能
力を有すると判断し、補欠の社外監査役候補者としました。

（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．横山泰三氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．当社は、横山泰三氏が社外監査役に就任した場合は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基

づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

－ 44 －

監査役選任議案
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第３号議案　役員賞与支給の件
　当事業年度末時点の取締役10名（うち社外取締役２名）及び監査役４名（うち社外監査役２名）
に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額22,680千円（取締役分20,000千円（うち
社外取締役分800千円）、監査役分2,680千円（うち社外監査役880千円））を支給いたしたいと
存じます。
　なお、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については
監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

第４号議案　退任取締役２名及び退任監査役１名に対し退職慰労金贈呈の件
取締役中山善郎氏及び滝本博生氏並びに監査役五味博明氏は、本総会終結の時をもって任期満

了により退任されますので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金規程に基
づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査
役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
退任取締役及び退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏　　　名 略　　　歴

中 山 善 郎
昭和60年８月　当社取締役
昭和62年７月　当社常務取締役
平成26年６月　当社専務取締役（現任）

滝 本 博 生 平成21年６月　当社取締役（現任）
五 味 博 明 平成26年６月　当社常勤監査役（現任）

以　上

－ 45 －

役員賞与支給議案、役員退職慰労金贈呈議案
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株主総会会場ご案内図
会 場 大阪市中央区東心斎橋二丁目１番１号

タカラベルモント　Ｔ・Ｂホール

N

大阪南郵便局

foodium東心斎橋
（スーパー）

至
難
波

御
堂
筋

至
梅
田地下

鉄

心
斎
橋

地
下
鉄

長
堀
橋

至
北
浜

（
地
下
鉄
御
堂
筋
線
）

（
地
下
鉄
堺
筋
線
）

堺
　
筋

至
日
本
橋

タカラベルモント
Ｔ・Ｂホール

アークホテル

長堀通（地下鉄長堀鶴見緑地線）
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千日前通

［最寄り駅］
・地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅４-Ｂ出口より徒歩約10分
・地下鉄堺筋線「長堀橋」駅
・地下鉄長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅 ⑥・⑦番出口より徒歩約５分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図




